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入 学 説 明 会 要 項

令和２年１１月２５日（水）１３時３０分

体育館

１ 開会のことば

２ 校長あいさつ

３ 中学校について

（１）教育目標

（２）生徒数・職員数

（３）教科と授業時間数

（４）１日の時間帯

（５）中学生になるにあたって

（６）部活動

（７）主な行事

（８）特色ある教育活動

（９）学校生活について

（10）学校生活のきまり

（11）「学費等口座振替」に関する口座開設のお願い

（12）その他

４ 令和３年度 入学式について

５ 質疑・応答

６ 閉会のことば
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１ 教育目標

強い意志と清らかで素直な心をもつ生徒の育成を図る。清 心

自ら学ぶ態度の育成を図る。自 学

丈夫な身体をもち、自ら実践する生徒の育成を図る。実 践

令和２年度の努力目標】【

認め高め合う力、通い合う心
－対話を通した「心」を揺さぶる場を工夫して－

（令和２年１１月２５日現在）２ 生徒数・職員数

(1) 生徒数(学級数)

１年 １０１名（３学級） ２年 ９５名（３学級） ３年 ９０名（３学級）

計 ２９３名（１１学級）特別支援学級 ７名（２学級）

(2) 職員数

校長 教頭 教諭・講師２６名(養護教諭１名 通級指導教室担当教諭１名を含む)

外国人英語指導助手１名 学校事務職員１名 業務士２名 支援員１名

計 ３３名子ども応援委員会スクールカウンセラー１名 キャリアナビゲーター１名

（令和２年度・１年生）３ 教科と授業時間数

通常学級
総合的

国語 社会 数学 理科 音楽 美術 英語 道徳 計保健体育 技術家庭 特別活動
な学習

４ ３ ４ ３ 1.5 1.5 ３ ２ ４ １ １ １ ２９

特別支援学級

総合的
国語 社会 数学 理科 音楽 美術 英語 道徳 計保健体育 技術家庭 特別活動 な学習

作業学習

３ １ ３ １ １ １ ３ １ １ １ １ １２ ２９

※ 学校行事・学年行事・一部の授業で、該当学年の学級に入って交流します。

４ １日の時間帯

＜５０分帯＞ ＜４５分帯＞

8 20 8 20予 鈴 予 鈴: :
8 25 ～ 8 45 8 25 ～ 8 45朝 の 会 朝 の 会: : : :
8 45 ～ 9 35 8 45 ～ 9 30第１時限 第１時限: : : :
9 45 ～ 10 35 9 40 ～ 10 25第２時限 第２時限: : : :
10 45 ～ 11 35 10 35 ～ 11 20第３時限 第３時限: : : :
11 45 ～ 12 35 11 30 ～ 12 15第４時限 第４時限: : : :
12 35 ～ 12 55 12 15 ～ 12 35昼 食 昼 食: : : :
12 55 ～ 13 15 12 35 ～ 12 55昼 放 課 昼 放 課: : : :
13 15 ～ 14 05 12 55 ～ 13 40第５時限 第５時限: : : :
14 15 ～ 15 05 13 50 ～ 14 35第６時限 第６時限: : : :
15 05 ～ 15 15 14 35 ～ 14 45帰りの会 帰りの会: : : :
15 15 ～ 15 30 14 45 ～ 15 00清 掃 清 掃: : : :

15 45 15 15下 校 下 校: :
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５ 中学生になるにあたって

○ 夢や希望、目標をもち、自己変革に向かって努力できるように

○ 学校や地域で、あいさつがきちんとできるように

○ 規則を守ることの必要性を理解し、責任をもって行動できるように

○ 家庭で、家族と十分話し合うことができるように

○ お互いを高め合う友人関係づくりができるように

６ 部活動（令和２年度）

（１） 体育的部活動 （２） 文化的・生産的部活動

○ ラ グ ビ ー 部 （男・女） ○ 合 唱 部 （男・女）

○ サ ッ カ ー 部 （男・女） ○ 美 術 部 （男・女）

○ 陸 上 部 （男・女） ○ 茶 道 部 （男・女）

○ バスケットボール部（ 男 ）

○ ハンドボール部 （ 女 ）

※ 新年度の人事異動等により、募集しない場合があります。

【活動の様子】

＜陸上部＞ ＜茶道部＞

(３) 名古屋市立学校部活動 活動日数・活動時間の基準について

◎ 活動日数・活動時間の追加された基準【中学校】

・学期中の平日の活動基準 少なくとも１日は休む、練習は２時間以内

・学校休業日(土日) の活動基準 少なくとも１日は休む、練習は３時間以内

・長期休業期間中の活動基準 週５日以内、１日３時間以内

土日祝日は原則活動しない。

・休養期間(オフシーズン)の設定 １週間(７日間)以上まとまった休養期間を設ける。

・公式戦を除く大会・練習試合の精査 年間２４日間を上限

・ノー部活ウィークの設定 夏季休業中の学校閉庁日をノー部活ウィークとす
る。※

※ 夏季休業中の学校閉庁日期間中及びその直後に「公式戦」がある場合は、基準の範囲内で練習を行

うことができる。
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７ 年間行事表（例年の主な内容を記載）

月 一 般 保健 生 徒 ＰＴＡ その他

４ 始業式 着任式 身体計測 各学級委員選出 役員会

入学式 対面式 聴力検査 認証式 理事会

部活動保護者会 内科健診 委員会生徒会オリエンテーション

部活動オリエンテーション稲武野外学習説明会 腎臓検診

歯科検診

５ 体力運動能力調査 腎臓検診 役員会・理事会

修学旅行・進路説明会 委員会

家庭訪問

中間テスト・避難訓練

稲武野外学習

環境学習ウィー６ 修学旅行 腎臓検診 学年委員会

ク・トライ＆ア期末テスト 心臓検診

クション耳鼻科検診

パトロール７ 教育相談 全市一斉

区 P T A バ レ ー ボ ー ル 大 会終業式

８ 学年出校日 校内備品点検

市特別支援学級

連合運動会

９ 始業式 生徒会役員選挙 区連合音楽会

防災訓練 各学級役員選出

10 体育大会 認証式 社会見学

中間テスト 家庭教育セミナー

区特別支援学級11 学校開放日

作品展進路説明会

文化発表会

１・２年教育相談

３年保護者会

保護者向けスクールランチ試食会

入学説明会

パトロール12 保護者会 全市一斉

小６向けスクールランチ試食会

終業式

特別支援学級１ 始業式

きらめき展３年総合テスト

進路相談

１・２年学年末テスト 区特別支援学級２ ３年生を送る会 学年委員会

ドキドキ交流会３年実力テスト 全市一斉パトロール

３ 卒業式 生徒会役員選挙 役員会・理事会

委員会１・２年学年保護者会

修了式
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８ 特色ある教育活動

【熱中症対策講座】 【租税教室】

【道徳講演会】 【福祉体験活動】 【職場体験活動】

【思春期セミナー】

【修学旅行】

【稲武野外学習】

【体育大会】

【文化発表会】

総合的な
学習の時間

楽しい学校行事
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９ 学校生活について

（１） 学校生活…… きまりやマナーは生徒手帳に掲載します。配付されましたら、保護者の方もご

一読いただき、ご理解・ご協力ください。

（２） 昼 食…… スクールランチを利用するか、弁当を持参させてください。

※ ミルク給食があります。

（３） 学 用 品…… 授業で必要なものは、各家庭へプリントなどで連絡します。また、各教科で通

。常使用するノートなどは、教科担任が指示します

※ 学校に置いていってよいもの(教材等)は、別途指示します。

（４） 登 下 校…… 各自通学路を通り、安全に登下校します。保護者の方もご指導ください。

※ 災害時等を除き、集団での登下校はさせていません。

※ 自転車による通学は認めていません。

１０ 学校生活のきまり

制服（夏服６月、冬服１０月からとする。ただし、移行期間を設け、その期間は夏服・冬服の（１）

どちらを着用してもよい。）

【男子】 【女子】

黒色詰襟学生服を着用する。 紺色セーラー服とスカートを着用する。

○ 上衣・ズボンはレギュラータイプの学 ○ セーラー服の襟は紺、巾１ｃｍの白線１

生服を着用し、デザイン物・変形の学生 本。リボンは黒の組みひもで正しく結ぶ。

服を着用しない。 スカートは指定のものを着用する。

○ 夏の上衣は開襟半袖白シャツを着用す ○ 夏服は白色半袖セーラー服を着用する。

る。 襟、リボン、スカート等は冬服に同じ。

○ ベルトは、黒・紺・茶の華美でないも ○ ベルトは、黒・紺・茶の華美でないもの

のを着用する。 を着用する。

（２） 制服の下に着るもの（原則）

【男子】白色のカッターシャツ 【女子】白の下着

（３） 名札・学級章の付け方（名札・学級章・台布は学校で一括購入し、入学式当日に配付する。）

【男子】 【女子】

○ 名札・学級章は、縦８ｃｍ、横６ｃｍ

の黒、紺の台布に付ける。

○ 名札・学級章の台布 ○ 台布は左ポケットに安全ピンで取り付ける。

（４） 防寒具について

○ 適用期間・・・１１月中旬から３月末まで

○ 主な防寒具

・男女共通・セーター、手袋、マフラー、ネックウォーマー

（華美なものや高価なもの、形が極端なものは避ける）

・女子のみ・コート（紺か黒のトッパーコートまたはＰコート）

タイツ・ストッキング

（色はベージュまたは黒、白または黒の靴下を上からはくこと）

役員章 学級章

名

札

６㎝

８㎝

Ｐコート トッパーコート
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（５） 体育時の服装（学校指定）

○ 夏期……半袖シャツ・ハ－フパンツ

○ 冬期……ジャ－ジ上下

（６） はきもの

○ 通学靴……………白色のひも付き運動靴（体育時に兼用）

○ 体育館シューズ…学校指定のもので、 のライン入りのもの学年色（青）

○ 上履き……………学校指定のもので、 のもの学年色（青）

○ 靴 下……………白（無地）で、長さはくるぶしが十分かくれるもの

（７） 通学用かばん

○ 両肩で背負うことができ、黒を基調とした高価・華美でないもの

（８） 頭髪（中学生らしく清潔に整える。）

○ 前髪が目にかからないようにする。整髪料の使用、カール、脱色・変色等はしない。

【男子】髪が耳や肩、学生服のカラーにかからないようにする。

【女子】肩にかかる長い髪は派手ではないゴムひもでしばるか、三つ編みにする。

（黒色のピン止め以外は使用しない。）

１１ 「学費等口座振替」に関する口座開設のお願い

本校では、業者から直接購入する教材費以外の学費（ミルク給食、学年費、ＰＴＡ会費等）の集

金を、口座振替で行っております。つきましては、期日までに口座振替の手続きをしていただき、

入学後に対応できるようにしたいと考えております。何かとお忙しい時期かと存じますが、ご協力

をいただきますようお願い申しあげます。

（１） 口座振替手続きについて

ゆうちょ銀行（郵便局）の口座をすでにお持ちの場合

自動払込利用申込書 に記入の上、通帳とともに、郵便局またはゆうちょ銀行の窓口へご

提出ください。

ゆうちょ銀行（郵便局）の口座をお持ちでない場合

郵便局またはゆうちょ銀行で新たに口座を開設してください。新しい口座の番号等を 自動

払込利用申込書 に記入し、ご提出ください。

（２） 口座振替に関する注意事項

・ 自動払込利用申込書（３枚） と記入例をお渡しいたします。記入例の通り、必要事項を

ご記入いただき、取引印を押してください。（口座名義人と生徒氏名が異なっていてもかまい

ません）

・ 学区内には、砂田橋郵便局と矢田郵便局があります。その他の郵便局やゆうちょ銀行でも登

録することができます。

・ 引き落としの際の手数料は１件につき10円かかります。（引落し回数は年間４回程度です）

・ 手続きを完了していただきますようお願いいたします。令和３年２月１２日（金）までに



１年
月 補助教材費 学年費 積立金 ミルク代 ＰＴＡ会費 部活動育成会費

18,000 35,860 

5 4,000 1,699
6 3,765 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
7 2,638
9 3000 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
10 3000
11 3000 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
12 3000 3,390
1 3000 2,368 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
2 3000
合計 7,765 1,699 8,396 第１学年

２年
月 補助教材費 学年費 積立金 ミルク代 ＰＴＡ会費 部活動育成会費

5 2,080 517 4000
6 4000 400円✕３ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
7 4000 2,638
9 5000 400円✕３ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
10 5000
11 5000 400円✕３ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
12 5000 3,175
1 5000 2,422 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
2 5000
合計 2,080 517 42,000 8,235 第２学年合計 52,832

３年
月 補助教材費 学年費 積立金 ミルク代 ＰＴＡ会費 部活動育成会費

5 2,760 574 5000
6 5000 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
7 5000 2,369
9 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
10
11 5000 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
12 3,121
1 1,275 1,345 400円✕４ヶ月 100円✕口数✕４ヶ月
2
合計 2,760 574 21,275 6,835 第３学年合計 31,444

※ こちらは令和元年度の集金金額です。

令和元年度

令和元年度

令和元年度

令和２年度の１年生から、補助教材費と積立費は、口座振替での集金ではな
く、業者集金となりました。
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年度令和３

入 学 式 に つ い て

令和３年４月７日（水） 午前８時３０分(予定)１ 日 時

名古屋市立矢田中学校 体育館２ 場 所

３ 当日の予定

８：３０ 登校完了

○ 北館東入口に「学級編制名簿」が掲示してあります。

○ 新入生は、「クラスと番号」を確認し、運動場に整列します。

※ 雨天の場合は直接本館東土間より校舎に入ります。

○ 保護者の方は、直接北館西入口よりお入りいただき、北館２階

体育館へお上がりください。北館１階通路にも「学級編制名簿」

が掲示してあります。

４０ 新入生整列完了（運動場） 各教室へ移動

９：１０ 新入生入場

１５ 入学式開始（式後に、１年所属職員の紹介があります。）

５０ 新入生退場

○ 新入生は、教室で学級担任から指導（学級活動）があります。

※ 名札・学級章・台布・教科書等を配付します。

○ 保護者の方は、式場にお残りください。説明・諸連絡等の後、

お子様の教室に移動して、学級活動の様子をご覧いただきます。

１０：５０ 学級活動終了 下校

４ その他

○ できる限り保護者同伴でお願いいたします。

○ 南門からも入ることができます。

○ やむをえず遅刻、欠席をされる場合は、８時１５分までに学校にご連絡ください。

矢田中学校 ℡７２２－５２８１

○ 新しく学区に転入された方で矢田中学校に連絡されていない方、学級編制名簿に

氏名が載っていない方、また、氏名が違っている方は、受付にお越しください。

○ 当日、次のものをお子様に持たせてください。

筆記用具 スリッパ 体育館シューズ就学通知書
教科書を入れるかばん（通学用かばん等）

○ 保護者の方も上履きをご持参ください。



 

  

名古屋市立の小中学校の特別支援学級などに就学している障害のある児童生徒については、世帯

の所得に応じて、学用品費や学校給食費などを支給する「特別支援教育就学奨励費」制度を利用す

ることができます。 

対象者 次の１～３のいずれかに該当する方 

１ 特別支援学級の児童生徒 

２ 通級指導教室の児童生徒（３に該当する者以外のもの。交通費(通学費)のみ支給します。） 

  ※県立特別支援学校への通級も対象となります。 

３ 通常の学級（通級指導教室を含む。）の児童生徒のうち、学校教育法施行令第 22 条の 3 

に規定する障害の程度に該当するもの（詳細は裏面をご覧ください。） 

補助対象の経費                 （金額は令和２年度の額で、年額です） 

区     分 小  学  校 中  学  校 

①  学 校 給 食 費 実 費 額 × １／２ 実 費 額 × １／２ 

②  交 通 費 （ 通 学 費 ）  実  費  額（注 1）  実  費  額（注 1） 

③  交 流 学 習 交 通 費  実  費  額（注 1）  実  費  額（注 1） 

④  修 学 旅 行 費 
実 費 額 × １／２ 
（上限 10,790 円） 

実 費 額 × １／２ 
（上限 28,860 円） 

⑤  校外活動費（宿泊を伴うもの） 
実 費 額 × １／２ 

（上限 3,422 円） 

実 費 額 × １／２ 

（上限 3,540 円） 

⑥  校外活動費（宿泊を伴わないもの） 800 円   1,15５ 円    

⑦  学用品・通学用品購入費 
実 費 額 × 1／2（注 2） 

（上限 5,820 円） 
実 費 額 × 1／２（注 2） 

（上限 11,370 円） 
⑧  新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 

（1 年生のみ） 
実 費 額 × 1／2（注 2） 

（上限 25,555 円） 
実 費 額 × １／２（注 2） 

（上限 28,990 円） 

（注 1）②③は、認定段階が第Ⅲ段階の場合は、「実費額×1／2」となります。 

（注 2）⑦⑧は、購入実績に応じて支給し、領収書（あて名と品名、金額）が必要となります。 

（⑦は令和3年2月～令和4年1月中まで、⑧は令和3年4月中までに購入したものが対象） 

認定段階の算定基準と補助経費 

世帯の所得額と生活保護基準需要額の割合により認定段階を決定し、その認定段階により、

補助する経費や金額が異なります。認定段階は、年度毎に決定します。 

 
第Ⅰ・Ⅱ段階の目安（生活保護基準需要額の２．５倍未満の所得額） 

およそ次の所得額です。同じ世帯人数でも年齢構成などにより所得額は異なります。 

世帯人数 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 6 人世帯 

世帯の所得額 463万 4千円 604万 4千円 711万 9千円 796万 0千円 921万 9千円 

(給与所得者の年収) (729万 2千円) (905万 5千円) (1037万 5千円) (1136万 4千円) (1284万 5千円) 

「 特別支援教育就学奨励費」制度とは別に、経済的にお困りの方へ、給食費や学用品費などを援助する「就学

援助」制度があります。就学援助と特別支援教育就学奨励費の同じ支給費目を同時に受けることはできません。

就学援助の方が手厚いため、就学援助の対象となる方は、就学援助を選択されることをお勧めします。ただし、 

③交流学習交通費は、特別支援教育就学奨励費でのみ支給されるため申請が必要です。 
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認定段階 算定基準 補助対象の経費 

Ⅰ 所得額が需要額の１．５倍未満 
①～⑧ 

Ⅱ 所得額が需要額の１．５倍以上２．５倍未満 

Ⅲ 所得額が需要額の２．５倍以上 ②、③ 

 特別支援教育就学奨励費のお知らせ 



 

 

※複数の障害がある者については、障害が最も重いもので判断します。 

 

通常の学級（通級指導教室を含む。）の児童生徒のうち、学校教育法施行令第 22 条の 3

に規定する障害の程度に該当するもの（おもて面にある対象者の３）の判定基準等 

区分 
障害の程度 

（学校教育法施行令第 22 条の 3 の規定による基準） 
判定方法 必要書類 

視覚障害者 

両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満のもの又は視力以外の視

機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常

の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難※な

程度のもの 

※ 通常の文字、図形等の視覚による認識にかなりの時間を要

するとともに、すべての教科等の指導において特別の支援や

配慮を必要とし、かつ、障害を改善・克服するための特別な

指導が系統的・継続的に必要であること 

身体障害者手帳

の等級が2級以

上のもの又は身

体障害者手帳の

等級が 3～6 級

のもののうち左

の基準に該当す

ると医師が診断

したもの 

 

①身体障害者手

帳の写し 

②医師の診断書

（名古屋市指

定の様式によ

る。） 

（②は身体障害

者手帳の等級

が 3～6 級の 

もののみ必要） 
聴覚障害者 

両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベル以上のもののうち、

補聴器や人工内耳等の使用によっても通常の話声を解するこ

とが不可能又は著しく困難な程度のもの 

知的障害者 

１ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生

活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 

２ 知的発達の遅滞の程度が１の程度に達しないもののうち、

社会生活への適応が著しく困難なもの 

愛護手帳の療育

判定がＡのもの 
愛護手帳の写し 

肢体不自由者 

１ 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行※、食事、

衣服の着脱、排せつ等の動作や描画等の学習活動のための基

本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 

２ 肢体不自由の状態が１の程度に達しないもののうち、常時

の医学的観察指導（特定の期間内に常に医学的な観察が必要

で、起床から就寝までの日常生活の一つ一つの運動・動作に

ついての指導・訓練を受けること）を必要とする程度のもの 

※ 歩行には、車いすによる移動は含まない。 

身体障害者手帳

の等級が2級以

上のもの又は身

体障害者手帳の

等級が 3～6 級

のもののうち左

の基準に該当す

ると医師が診断

したもの 

①身体障害者手

帳の写し 

②医師の診断書

（名古屋市指

定の様式によ

る。） 

（②は身体障害

者手帳の等級

が3～6級のも

ののみ必要） 

病 弱 者 

１ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物そ

の他の疾患の状態が継続して医療※1 又は生活規制※2 を必要

とする程度のもの 

２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制※2 を必要とする程度

のもの 

※１ 医師を中心とした診断や治療のこと。日常的な薬の服用

や自己注射等は含まない。 

※２ 疾患により、運動や日常の諸活動（歩行、入浴、読書、

学習等）及び食事の質や量が著しく制限されるものである

こと 

左の基準に該当

すると医師が診

断したもの 

医師の診断書 

（名古屋市指定

の様式による。） 

制度の詳しい内容や申請手続については、4 月以降にご案内します。ご不明な点などありました

ら、通学先の学校又は名古屋市教育委員会学事課（℡９72-3217）へお問い合わせください。 

名古屋市教育委員会 R２.10 
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